
看護小規模多機能型居宅介護  
看護小規模多機能センター川内 利用料金表 

平成２９年２月 
（１）介護保険の給付に関わる部分 
通い・訪問・泊り（介護費用分）すべてを含んだ１カ月単位の包括費用の額になります。 

 （サービスの料金は、ご契約者の要支援・要介護度に応じて異なります。） 

介護度 介護保険費用合計 
利用者負担額 

（月額１割負担） 

利用者負担額 

（月額 2 割負担） 

 要介護１ １２８，５０２ 円 １２，８５０ 円 ２５，７００ 円

 要介護２ １８３，５２５ 円 １８，３５３ 円 ３６，７０６ 円

 要介護３ ２６１，７９５ 円 ２６，１８０ 円 ５２，３６０ 円

 要介護４ ２８７，７６８ 円 ２８，７７８ 円 ５７，５５５ 円

 要介護５ ３１６，１３６ 円 ３１，６１５ 円 ６３，２２９ 円

(端数処理の関係で誤差が生じることがあります。) 
※上記表には、総合マネジメント体制強化加算・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）が含まれています。 
【その他の個別加算】（1 割負担の場合）  
  ● 初期加算 ・・・・・・・・・・・・１ヶ月あたり９５０円 
  ● サービス提供体制強化加算（Ⅱ）・・１ヶ月あたり３６９円 
 ● 認知症加算（Ⅰ）・・・・・・・・・１ヶ月あたり８４４円 

  ● 認知症加算（Ⅱ）・・・・・・・・・１ヶ月あたり５２８円 
  ● 訪問体制強化加算 ・・・・・・・・１ヵ月あたり１，０５５円 
  ● 看護職員配置加算（Ⅰ）・・・・・・１ヵ月あたり９４９円 

● 看護職員配置加算（Ⅱ）・・・・・・１ヵ月あたり７３８円 
● 看護職員配置加算（Ⅲ）・・・・・・１ヵ月あたり５０６円 
● 退院時共同指導加算･・・・・・・・１回あたり６３３円 
● 緊急時訪問看護加算･・・・・・・・１ヶ月あたり５６９円 
● 特別管理加算（１）・・・・・・・・１ヶ月あたり５２７円 
● 特別管理加算（２）・・・・・・・・１ヶ月あたり２６３円 

☆月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割 

りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下 

の日を指します。 

登録日・・・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊

のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

☆登録期間中、契約者の体調不良や状態の変化等による日割りでの割引または増額はいたしません 

（２）介護保険の給付対象とならないサービスの利用者負担額 

 ●食費  朝食代 ３５０円、昼食代 ５００円（おやつ代を含む）、夕食代 ５５０円 

 ●宿泊費  宿泊費用  １泊 ２，０００円 

（３）利用者個人で使用するものについては、その実費をいただきます。 

   但し、その内容については予め本人及び家族に説明し同意を受けたものに限るものとします。 

（今後利用料金表の改定をすることがあります。） 


